
 

「あいの風 介護福祉士実務者養成施設（通信課程）」 学則 

 

（設置目的） 

第１条 「あいの風 介護福祉士実務者養成施設（通信課程）」（以下「本施設」という。）は、

要介護高齢者及び障害者の自立支援に資するケアを実践する介護福祉士の養成をめざ

し、本施設が実施する介護福祉士実務者研修（以下「本研修」という。）を通して、受

講者の介護福祉士資格取得の支援をすることとし、もって地域包括ケアの推進に寄与す

ることを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 本施設の名称は、「あいの風 介護福祉士実務者養成施設（通信課程）」という。 

 

（位置） 

第３条 本施設は、「富山県高岡市野村 1548-1 看護・介護人材協同組合」に置くものとする。 

２ 面接授業は、「富山県富山市問屋町 1 丁目 3-18 協同組合 富山問屋センター」、「富山

県高岡市二上町 166-2 万葉社会福祉センター」、「富山県小矢部市茄子島 226 福祉コ

ミュニティ小矢部あいの風」、「富山県野々上 340 福祉コミュニティ呉羽あいの風」、

「富山県魚津市宮津 110 新川文化ホール」、「富山県小矢部市鷲島 10 クロスランドセ

ンター」、「富山県富山市新総曲輪 4番 18号 富山県民会館」において実施する。 

 

（修業年限） 

第４条 本施設の修業年限は６ヶ月以上とする。ただし、介護職員初任者研修、訪問介護員研修

１級、訪問介護員研修２級、介護職員基礎研修のいずれかを修了している場合は３ヶ月

以上とする。 

 

（入所定員及び学級数） 

第５条 入所定員は、１学級の定員を２０名、学級数は６学級とする。 

 

（養成課程及び履修方法） 

第６条 養成課程の種類は通信課程とし、下記のいずれかの履修方法を選択する。ただし、途中

で履修方法を変更することはできない。 

（１）ｅラーニングのシステムによる授業 

配付された教材に沿って自己学習し、本施設が定める eラーニングのシステムに示され

た学習課題のクリア、質疑応答及び面接授業その他適切な方法により行う。 

（２）印刷教材による授業 

配付された教材に沿って自己学習し、示された学習課題に対するレポートの提出及び面

接授業その他適切な方法により行う。 

 

 

 



２ 養成課程の科目、教育に含むべき内容及び到達目標は、「社会福祉養成施設及び介護福

祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」（平成２０年３月２８日社援発第０

３２８００１号厚生労働省社会・援護局長通知（以下「国指針」という。）別表５に定

める内容に準拠する。 

 

（履修免除） 

第７条 訪問介護員１級又は２級課程、介護職員初任者研修及び介護職員基礎研修課程を修了し

ている者については、「実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について」

（平成２３年１１月４日社援基発１１０４第 1 号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

長）に基づき、別表に定めるところにより履修を免除することができる。 

 

（学年、学期及び休業日） 

第８条 ①６月１日～１１月３０日（高岡会場）、②６月１日～１１月３０日（小矢部会場）、③

６月１日～１１月３０日（富山会場）、④７月１日～１２月３１日（富山会場）、⑤７月

１日～１２月３１日（魚津会場）、⑥９月１日～１１月３０日（高岡会場）を学年及び

学期とし、休業日は次の通りとする。 

  一 夏季休業 ８月１４日～８月１６日 

  二 年末年始休業 １２月３０日～１月２日 

 

（入所時期） 

第９条 入所時期は、養成課程の開講日とする。 

 

（入所資格） 

第１０条 入所資格は、本施設の面接授業を受講可能な範囲に居住する者であって、介護福祉士

の資格取得を目指すものとする。 

 

（入所者の選考） 

第１１条 入所の選考は、受講申込書を受理した者の中から、前条の要件を満たすと認められる

ものにつき入所決定する。ただし、養成課程の定員に達した時点において申込受付は

終了とする。 

 

（入所手続） 

第１２条 入所手続きは、本施設が定める受講申込書に、本人であることを証明できる書類（免

許証の写等）及び介護に関する研修（訪問介護員１級又は２級課程、介護職員初任者

研修及び介護職員基礎研修課程に限る。）を修了している場合は修了証明書の写しを

添付して行うものとする。 

 

 

 

 

 



（退学、休学及び復学） 

第１３条 退学しようとする者は、退学願を提出し、本施設の許可を得るものとする。 

２ 受講者が疾病、就業先の業務の事情等止むを得ない理由により、別に定める期間を継

続して修学することが困難になった場合は、その理由を明らかにした休学願を提出し、

本施設の許可を得るものとする。 

３ 前項により休学が認められていた者が、復学しようとするときは、復学願を提出し、

本施設の許可を得るものとする。 

 

（在籍期限） 

第１４条 在籍期限は原則として１年度以内（年度内の３月３１日まで）とする。ただし、やむ

を得ない場合については手続きの上、２年までとする。 

２ 年度をまたいで在籍する場合は、事務手数料として 2,000円（税込）申し受ける。 

 

（学習の評価及び課程修了の認定） 

第１５条 学習の評価は、科目ごとに国指針に定める到達目標の修得状況を確認し、到達目標に

達していないと認められる場合は、再度学習課題への挑戦及び評価を行う。 

（１）ｅラーニングのシステムによる授業 

各学習課題の評価は、７０％以上を合格とする。７０％未満の場合は、再度学習課題

に挑戦（学習課題は、ランダムに提示される）し、合格するまではその学習課題は修

了とならない。 

  （２）印刷教材による授業 

各学習課題のレポートの評価は、各１００点を満点とし、６０点以上を合格、５９点

以下を不合格とする。不合格の場合は、再度学習課題に挑戦し、合格するまでレポー

トの提出を繰り返す。ただし、レポートの再提出に関する郵送代等は受講者の負担と

する。 

２ 介護過程及び生活支援技術については、介護過程Ⅲにおける面接授業を通して評価す

る。 

３ 面接授業の場合において、授業開始から１５分以上遅れた場合は欠席とする。また、

やむを得ず欠席する場合は、欠席届を提出するものとする。欠席した場合は第１７条

に規定する補講を受講しなければならない。なお、面接授業を３分の２以上の出席に

達しない者及び医療的ケアの演習の所定回数を満たしてない者は、履修認定しないも

のとする。 

４ 本研修の総合的な修得度の評価は、介護過程Ⅲにおいて行うこととし、到達目標に達

していないと認められる場合は、課題の再提出及び再評価を行う。 

５ 本施設を修了した者には、修了証明書を交付する。 

６ 修了証明書（実務者研修 試験センター提出用修了証明書、見込証明書含む）の紛失

等があった場合は、修了者の申し出により再発行を行うことができる。ただし、再発

行手数料として、１枚につき 3,000円（税込、レターパックライト郵送代込）を申し

受けるものとする。改姓など受講者都合による修了証の再発行についても、同様の扱

いとする。 

 



（受講料） 

第１６条 本施設の受講料は、第７条及び第１２条に規定する受講者のこれまでの介護に関する

研修の受講状況に応じて次の通りとする。 

一 既研修未受講者      100,000円（税込、テキスト代等を含む、以下同じ。） 

二 訪問介護員２級課程     80,000円 

三 介護職員初任者研修     80,000円 

四 訪問介護員１級課程     50,000円 

五 介護職員基礎研修課程    30,000円 

２ 在留外国人である受講者においては、読み方（ルビ）付きの教材の使用、英語教師に

よる補助、翻訳ツールの使用のため、次の通りとする。 

一 既研修未受講者      130,000円（税込、テキスト代等を含む、以下同じ。） 

二 訪問介護員２級課程    110,000円 

三 介護職員初任者研修    110,000円 

四 訪問介護員１級課程     80,000円 

五 介護職員基礎研修課程    60,000円 

ただし、第６条における通信課程の履修方法については、eラーニングのシステムに

よる授業は読み方（ルビ）付きの対応ができないため印刷教材による授業のみ選択で

きる。 

３ 納入された受講料は、原則として返還しない。ただし、開講前の辞退申し出について

は、次に記載する返還額に応じて返還するものとする。その際の振込手数料は受講予

定者負担とする。 

辞退を申し出た日 返還額 

それぞれの学級ごとに定められた受講申込締切日まで 受講料の全額 

受講申込締切日翌日から開講２日前まで 受講料の半額 

開講前日以降 なし 

４ 「あいの風 介護福祉士実務者養成施設（通信課程）」オリジナル割引を行うことも

ある。 

 

（補講） 

第１７条 面接授業を欠席した場合は、有料にて補講を受講するか、次回の研修で当該授業を受

講することにより修了する。 

２ 有料にて補講を受講する場合は、１講義（１時間）2,000円（税込）とする。 

 

（教職員の組織） 

第１８条 本施設に、施設長、教務主任、専任教員、介護過程Ⅲ担当教員、医療的ケア担当教員

及びその他必要な教職員、事務職員をおく。 

 

（賞罰） 

第１９条 受講者が次の各号に該当した場合は、懲戒、停学又は退学処分をすることができる。 

一 学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者 

二 研修の秩序を乱し、受講生として本分に反した者 



（情報開示） 

第２０条 以下の情報開示に関する事項についてはホームページ(www.ainokaze.ne.jp)にて開

示。 

１ 設置者に関する情報 

 一 設置者の法人種別、名称並びに主たる事務所の所在地及び連絡先 

 二 法人の代表者氏名 

 三 実務者養成施設等以外の実施事業 

 四 財務諸表 

２ 実務者養成施設等に関する情報 

 一 実務者養成施設等の名称、住所及び連絡先 

 二 実務者養成施設等の代表者の氏名 

 三 実務者養成施設等の開設年月日 

 四 学則等 

 五 実務者養成施設等の研修施設、図書室（蔵書数を含む。）等の設備の概要 

３ 養成課程に関する情報 

 一 養成課程のスケジュール（期間、日程、時間数） 

 二 定員 

 三 入所までの流れ（募集、申込、資料請求先） 

 四 費用 

 五 科目ごとのシラバス 

 六 教員数、科目ごとの担当教員名（教員の氏名、略歴、保有資格） 

 七 使用する教材 

 八 通信課程における面接授業の実施地域 

４ 実績に関する情報 

 一 卒業者の延べ人数 

５ その他の情報 

 一 その他、入所者又は入所希望者の選択に資する情報 

 

（最小催行人数） 

第２１条 この講座の最少催行人数は１０名とし、それ以下の場合は原則中止とする。この場合

の受講料は、全額返還する。ただし、最少催行人数に満たない場合でも、面接授業が

別コースとの合同実施可能と判断した場合は開講することがある。 

 

（その他の事項） 

第２２条 この学則に定めがない事項で必要があると認められるときは、施設長が別にそれを定

める。 

 

 

 

 

 



（附則） 

この学則は、令和元年６月１日から施行する。 

 

改  正   令和３年１０月１日 

改  正   令和４年 ９月１日 

改  正   令和６年 ４月１日 

改  正   令和７年 ２月１日 

 

 

 

 


